
シンポジューム：地域ニーズに応えるインフラ再生技術者の育成

Ｈ30.1.12
愛媛県土木部長

樋口 志朗

愛媛県の社会基盤の現状と
長寿命化対策について

松山港外港地区-13ｍ岸壁

◎大洲・八幡浜自動車道「大洲西道路」の新規事業化

はじめに（平成30年の年頭にあたって）平成29年は…
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◎松山外環状道路空港線 側道部の部分開通

◎松山港外港地区-13ｍ岸壁の供用開始

◎えひめ国体の開催のための施設整備
メインスタンド
（陸上競技場は国際規格クラス2取得）

体育館
（床面、空調設備）

体育館
（車椅子用観覧席）

テニスコート
（全豪仕様）

（一）砥部伊予松山線交差点

新ガントリークレーン大洲市 大洲北只 IC付近

はじめに（平成30年の年頭にあたって）平成30年は…
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●南海トラフ地震などの大規模災害や豪雨（水害・土砂災害）に対する防災・減災対策

・「命の道」となる四国８の字ネットワークの早期整備、ミッシングリンクの早期解消

・緊急輸送道路の整備（鳥井喜木津線「亀浦バイパス」等）や耐震補強

・津波対策、治水対策、土砂災害対策、木造住宅等の耐震化

●地域活性化に資する対策

・岩城橋、ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の整備促進

・『サイクリングしまなみ２０１８』

1．災害リスク等の増大
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Ｈ23.3 東日本大震災
マグニチュード９．０

Ｈ26.8 広島土砂災害
造成地に土石流が直撃

Ｈ29.7 九州北部災害
過去 大の流木で被害が拡大

Ｈ24.12 笹子トンネル
天井版落下事故
老朽化がクローズアップ



2．社会資本整備の遅れ（1）
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●土砂災害危険箇所は、
15,190箇所（全国14位）

砂防施設整備

●ハードの着手率は、約４１％（H28年度末）
※保全人家5戸以上等の箇所（６，７９６箇所）

●本県の河川管理延長は、
約3,072km（全国第６位）

台風、豪雨による洪水被害が頻発。
（平成16、17、23、25、26、28、29年）

●ハード整備率は、約45％（Ｈ28年度末）

河川延長が長い⇒厳しい財政制約の下、

まだまだ整備が追いつかない

河 川 整 備
[治⽔] 河川改修等 堤防強化緊急対策

（H28~H32）

要対策
箇 所

704河川
1,161km

18河川
14.9km

実績H28 298河川
524km

4河川
0.6km

整備率 45% 4％

⼟砂災害
(砂防関係)

砂防
(ﾗﾝｸ1) 地すべり 急傾斜

(ﾗﾝｸ1) 計

危険箇所 3,540 506 2,750 6,796

実績H27 1,046 173 1,572 2,791

着⼿率 30% 34％ 57％ 41％

■ハード対策の現状

2．社会資本整備の遅れ（2）
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道路の防災対策

法面対策、橋梁耐震対策、
トンネル保全対策が必要な
箇所は県下で2,512箇所

道 路 整 備

車依存の地域でありながら、
大幅に遅れている愛媛の道
路整備（全国第４１位）

[東京都の約３倍！]
愛媛県の自動車依存率は９６％

施設
全体 うち緊急輸送道路

要対策箇所 進捗率 要対策箇所 進捗率

法面等 2,008 60％ 606 88％

橋梁 414 87％ 271 96％

トンネル 90 100％ 62 100％

計 2,512 66％ 939 91％

進捗率は
H28年度末
時点

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
51

年

19
57

年

19
63

年

19
69

年

19
75

年

19
81

年

19
87

年

19
93

年

19
99

年

20
05

年

20
11

年
公園施設
（累積）公園施設

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

20

40

60

80

100

120

140

19
51

年

19
57

年

19
63

年

19
69

年

19
75

年

19
81

年

19
87

年

19
93

年

19
99

年

20
05

年

20
11

年

橋梁 （累積）橋梁

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

19
51

年

19
57

年

19
63

年

19
69

年

19
75

年

19
81

年

19
87

年

19
93

年

19
99

年

20
05

年

20
11

年

トンネル
（累積）トンネル

●道路橋は1960年代から急速に整備

●トンネルや公園施設は、1970年代から急速に整備

（延長ｍ） （施設数）（橋梁数）

今後、

加速度的に老朽化施設が増加

1970年代から
急速に整備

1970年代から
急速に整備

1960年代から
急速に整備

3．現状と課題（1）老朽化の進行 ①県の主要な土木施設の整備状況
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道路橋
（2,678橋）

トンネル
（171ﾄﾝﾈﾙ）

河川管理施設
（主要な76施設）

31%
48% 66%

27%
52%

5% 24%

59%

平成２9年

10年後
更に
10年後

平成３9年 平成４9年

２０年後には、県が管理する施設の半分以上が、建設後５０年以上経過

赤字： 建設後５０年以上経過する施設の割合

3．（１）②県の主要な土木施設の老朽化の状況
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港湾岸壁等
（主要な244施設）

14%
37% 62%

赤字： 建設後５０年以上経過する施設の割合

13%



3．（1）③県の主要な土木施設の点検結果

主な施設の点検結果
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水門・樋門

等

港湾施設

砂防・急傾

斜…

橋梁

公園

県営住宅

修繕が必要

予防保全の観

点から措置が

望ましい

当面の修繕は

不要

異常なし

『修繕等が必要』または『予防保全の措置が望ましい』の割合の平均が、50％を超える

〔県営住宅（外壁）〕
点検施設数：2８2棟

修繕が必要

29%

県営住宅

修繕が必要

７%
異常なし
19%

予防保全の観点から
措置が望ましい

74%

3．（1）③県の主要な土木施設の点検結果

予防保全の
観点から

措置が望ましい

53%

速やかに
修繕が必要

10%

異常なし
37%

〔河川管理施設(水門・樋門)〕
点検施設数：683施設

樋門

堰

主な施設の点検結果と老朽化の状況

9

〔港湾施設〕
点検施設数：1,733箇所

物揚場

岸壁

〔橋梁〕
点検施設数：1,654橋

修繕が必要

19%

異常なし
10%

予防保全の観点から
措置が望ましい

71%

修繕等が必要または予防保

全の措置が望ましい⇒90%

橋梁（床板）

堰橋梁（腐食）

※点検施設数
は法定点検
結果の集計

修繕等が必要または予防保
全の措置が望ましい⇒63%

修繕等が必要または予防保
全の措置が望ましい⇒30%

修繕等が必要または予防保
全の措置が望ましい⇒81%

修繕が必要

１０%

当面は
修繕不要
39%

異常なし
３１%

予防保 全の
観点から 措置が

望ましい 20%
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Ｈ７ Ｈ2９（9月現計）

土木部 2,２４５億円 → 662億円（約 71%減）

3．（2）厳しい財政状況と膨らむ維持修繕費

・現予算は、ピーク時（Ｈ７）の予算額の約１／４まで減少
・近年は予算が厳しい状況の中、防災・減災対策や老朽化対策などに軸足を置いて
対応している

・維持修繕費は、今後も増加傾向の見通し
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Ｓ５８～Ｈ２９ 土木部投資的経費の

推移（ 終予算額）

2,245億円
予
算
額
（
億
円
）

※Ｈ２９は９月現計

年度

662億円

（9月現計）

年度

老朽化に関する維持修繕費
※Ｈ３０～３１は長寿命化計画による試算

予
算
額
（
億
円
）

88億円

136億円

Ｈ26 Ｈ31（試算）

8８ 億円 → 1３６億円（約 155％増）
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4．（１）①長寿命化計画の策定

：長寿命化
計画策定・
変更

（Ｈ29.12時点）

施設数
Ｈ17
年度

Ｈ18
年度

Ｈ19
年度

Ｈ20
年度

Ｈ21
年度

Ｈ22
年度

Ｈ23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H31
年度

H32
年度

6ダム

683基

海岸保全施設 水門・樋門・陸閘 819基

海岸保全施設 堤防・護岸・胸壁 302km

係留施設、外郭施
設、荷さばき施設、
臨港道路

244施設

砂防堰堤、床固工

渓流保全工など

地すべり関連施設
抑止工、アンカー工
など

138
施設

急傾斜関連施設
擁壁工、法枠工、ア
ンカー工など

888
施設

2735橋

トンネル 171箇所

門型標識等 82基

３箇所

獣舎、一般施設、遊
具など

2473施設

建
築

県営住宅
48団地

(5,073戸)

河
川

道
路

砂
防

施　　　設　　　名

ダム

水門・樋門・排水機場・陸閘・堰

シェッド・大型カルバート

 1,930基
1,300
渓流

公
園

公園施設

港湾施設

港
湾
・
海
岸

砂防設備

橋梁（横断歩道橋含む）

データ整備

フォローアップ

データ整備

フォローアップ

データ整備
フォローアップ

データ整備
フォローアップ

データ整備
フォローアップ

データ整備

フォローアップ

データ整備
フォローアップ

長寿命化
(基本)計画の

策定

団地改善
資料の収集

・整理
長寿命化計画細目検討

基礎資料の収
集・整理

長寿命化計画

策定（獣舎のみ）

運用

フォローアップ

ガイド
ライン

ﾃﾞｰﾀ整備

ｼｽﾃﾑ構築

ガイド
ライン

データ整備

フォローアップﾃﾞｰﾀ整備

ｼｽﾃﾑ構築

データ整備

フォローアップ

データ整備

フォローアップ

運用

運用

1988年以前施工の施設

1988年以降施工の施設

ガイド
ライン

データ整備

フォローアップﾃﾞｰﾀ整備

ｼｽﾃﾑ構築

年点検（１回/年）
データ整備

フォローアップ大規模13施設長寿命化計画策定

長寿命化
計画変更

長寿命化
(基本)計画の

策定

団地改善
資料の収集

・整理
長寿命化計画細目検討

運用
フォローアップ

データ整備
フォローアップ

長寿命化
計画改定

ガイドライン
各港湾毎にデータ整備・システム構築

・フォローアップ

ガイド
ライン

データ整備

フォローアップ

ﾃﾞｰﾀ整備

ｼｽﾃﾑ構築

長寿命化
計画策定

マニュアル（案）
策定

運用
試行
点検
実施

マニュアル
策定

長寿命化
計画策定

データ整備

フォローアップ

運用

一般施設
マニュアル

策定
運用

緊急点検

重要施設
マニュアル

策定

一般施設
マニュアル

策定

重要施設
マニュアル

策定

一般施設
マニュアル

策定

データ整備
フォローアップ

重要施設
マニュアル

策定

一般施設
マニュアル

策定

重要施設
マニュアル

策定

緊急点検

1988年以前施工の施設

1988年以降施工の施設

長寿命化
計画策定

長寿命化
計画策定

緊急点検

長寿命化計画策定

（獣舎見直し含む）
基礎資料の
収集・整理

マニュアル

改訂

長寿命化
計画策定

長寿命化計画策定

運用
フォロー
アップ

ストック点検

実施要領
(案)策定

修繕

箇所
抽出

修繕

ガイド
ライン

ﾃﾞｰﾀ整備
ｼｽﾃﾑ構築

実施要領
(案)策定

運用（詳細点検）
運用

フォロー

アップ

データ整備

フォローアップ

マニュアル

策定

マニュアル
策定

運用 フォローアップ
マニュアル

策定

長寿命化
計画策定

長寿命化

計画策定

長寿命化

計画策定
ストック点検

点検・調査によりデータ整備 点検・調査によりデータ整備
マニュアル

改訂
マニュアル

改訂

計画更新長寿命化

計画策定

データ整備
フォローアップ

長寿命化
計画策定

長寿命化
(基本)計画の

策定

団地改善
資料の収集

・整理
長寿命化計画細目検討

長寿命化
(基本)計画

策定

団地改善
資料の収集

・整理
長寿命化計画細目検討 運用

フォローアップ
データ整備

フォローアップ

長寿命化
計画改定

データ整備
フォローアップ

データ整備
フォローアップ

運用

運用

1988年以前施工の施設

1988年以降施工の施設

運用

一般施設
マニュアル

策定
運用

緊急点検

重要施設
マニュアル

策定

一般施設
マニュアル

策定

重要施設
マニュアル

策定

一般施設
マニュアル

策定

データ整備
フォローアップ

重要施設
マニュアル

策定

一般施設
マニュアル

策定

重要施設
マニュアル

策定

緊急点検

1988年以前施工の施設

1988年以降施工の施設

長寿命化計画策定

長寿命化計画策定
緊急点検

データ整備
フォローアップ

長寿命化
計画策定

長寿命化
計画策定

点検

データ整備

フォローアップ
ガイドライン

各港湾毎にデータ整備・システム構築
・フォローアップ

長寿命化
計画策定

データ整備

フォローアップ

ガイド
ライン

データ整備

フォローアップﾃﾞｰﾀ整備

ｼｽﾃﾑ構築

データ整備

フォローアップ

ガイドライン
各港湾毎にデータ整備・システム構築

・フォローアップ

ガイド
ライン

データ整備

フォローアップ

ﾃﾞｰﾀ整備

ｼｽﾃﾑ構築
長寿命化計画策定

マニュアル（案）
策定

運用
試行
点検
実施

マニュアル
策定

データ整備

フォローアップ

長寿命化計画策定



4．（1）②長寿命化修繕計画の効果
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長寿命化修繕計画に基づき予防保全的な修繕を行った施設は、将来にわたって必要なインフラ
機能を発揮し、トータルコストが割安になる

【橋梁の例】

1,435億円

424億円

（累計）
予防保全的な維持管理の場合の

修繕・更新費

（累計）
事後保全的な維持管理の場合の

修繕・更新費

適切な修繕を行えば、

50年間(H20～69)で
1,011億円の
コスト縮減

修
繕
費
と
更
新
費
の
合
計
（累
計
額
）

～H28

億円

年度

Ｈ28.12時点. メンテナンスサイクルの確実な実施

反映 充実

長寿命化計画

各施設の特性に応じた点検頻度に
より、施設の現状把握や健全度評

価に必要な点検を継続的に行う

点検結果に基づき健全度の判
定を一定の尺度で行う

施設の特性に応じた管理水準

を考慮し、ライフサイクルコストが、
小経費となる補修時期・補修工

法により対策

点検、診断、措置の

結果を取りまとめ、データベースを
構築蓄積したデータを分析し、
次期のメンテナンス計画を策定

記録 点検

診断措置

13

4．（2）メンテナンスサイクルの構築

14

5．施設の長寿命化の取組（1）長寿命化計画の概要 ①橋梁

点検（法定点検）

・施 設 総 数：2,679橋
・施設対象数：2,678橋
・点検完了数：1,654橋

【対象施設】
全ての橋梁

【今後の点検の対応方針】
道路法施行規則に基づき、５カ年（H26
～30）で全橋梁を１巡する方法で実施
※H31以降、2巡目の点検を実施

記録 点検

措置

0%
100%

橋梁長寿命化計画

Ｈ２０年３月策定

充実
・

反映

コンクリート橋の点検状況

塗装劣化・腐食 コンクリート剥離、鉄筋露出

0% 100%

【補修の対応方針】
・早期に措置を講ずべき状態の橋梁から優先し

て修繕し、事後保全的な管理から「予防保全的
な修繕」に移行。

・毎年の点検結果を踏まえ、橋梁長寿命化計画を更新
し、計画的かつ効率的な修繕及びコスト縮減を図る

塗装の劣化 塗装塗替え完了

H18から遠望目視による点検を実施
H26から近接目視による法定点検に移行

1654 1024
法定点検完了数 遠望目視による点検完了数

診断

19% 90%

311 1178 165
早期に措置を講ずべき状態
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
機能に支障が生じていない状態

62%

Ｈ28年度末時点.

Ｈ28年度末時点.

・施設総数 ：683施設

・施設対象数：683施設

・点検完了数：683施設

【対象施設】
堤防区間にある全施設

【今後の全施設への点検の対応方針】
河川法に基づき、
１年に１回、定期点検を実施

記録 点検

措置

5．施設の長寿命化の取組（1）②河川水門等

河川水門等長寿命化計画

Ｈ２６年３月策定（Ｈ２９年７月変更）

充実
・

反映

683
点検完了数 未点検

電気設備の点検状況

開閉装置が不作動 扉体の老朽化

0% 100%

15

診断

0%

Ｈ28.3.31時点

歪みにより全閉出来なかった陸閘をオーバーホール

施工状況 施工後（全開状況）

著しく老朽化した陸閘を更新

施工前 施工後

【補修の対応方針】
診断結果の措置段階及び予防保全段階の施
設のうち緊急度の高い施設から補修を行う

218
103

101

87

0
50
100
150
200
250
300
350

H26年度末

施設数

H27年度末

施設数

修繕が必要

予防的な修繕が必要

要対策箇所数

69 360 254
修繕が必要 予防保全の観点から措置が望ましい

（要監視段階含む）

異常なし

※要監視段階除く

１0% ６3% 100%



16

【対象施設】
全ての港湾施設

【点検の対応方針】
「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」等

に基づく点検診断ガイドラインより、３年から５年
に１回、全ての港湾施設の定期点検を実施

記録

診断措置

5．施設の長寿命化の取組（1）④港湾

0% 100%

充実
・

反映

1733
点検完了数 未点検

0% 100%

・施設総数 ：1,733施設
・施設対象数：1,733施設
・点検完了数：1,733施設

潜水調査港湾長寿命化計画

Ｈ２８年１２月策定

点検

平成28年12月までに全施設
（1733施設）の初回点検が完了

0%

100%

係船護岸の損傷 浮桟橋チェーンの摩耗

10% ３0%

17

措置
【補修の対応方針】 ※今年度より実施

・Ｄランク施設（水域施設を除く）について、
平成31年度までに補修を実施
その後、予防保全的な補修へ移行

・水域施設は、港湾利用者と調整を図りながら、ス
ポット浚渫を継続

岸壁エプロンの補修状況

100%６９%

168 352 674 539
修繕が必要

予防保全の観点から措置が望ましい
当面は修繕不要

異常なし

施工前
施工後

・施設総数 ：288施設

・施設対象数：282施設

・点検完了数：282施設

【補修の対応方針】（今年度より実施）

診断の結果、修繕が必要となった施設
については、 応急的に危険箇所を除去する
等の措置を講じ、予算の確保が出来次第、
計画修繕工事（外壁改修）を実施。

【対象施設】
全施設（近々に除却予定の住棟は除く）

【今後の全施設への点検の対応方針】
建築基準法第１２条の規定に基づき、
３年に１回、定期点検を実施。
（法定点検の対象外の住棟においても、

法定点検と同様の点検を実施。）

記録 点検

措置

18

5．施設の長寿命化の取組（1）⑤県営住宅

県営住宅長寿命化計画

Ｈ２９年３月改定

充実
・

反映

282
点検完了数 未点検

外壁の点検状況

外壁（躯体）の爆裂 外壁（塗膜）の膨れ

８１%

0% 100%

19 208 55
修繕が必要 予防的な修繕が必要 異常なし

0% ７% １０0%

外壁の補修状況

施工後施工前

診断

・施設総数 ：2,956地区
・施設対象数：2,956地区
・点検完了数：2,956地区

【補修の対応方針】
点検結果に基づき、砂防設備等

長寿命化計画を策定し、国交付金の
緊急改築事業や県単独事業を活用して、
優先順位の高い箇所から計画的に補修
工事を実施

【対象施設】
砂防設備、地すべり防止設備、
急傾斜地崩壊防止施設

【今後の全施設への点検の対応方針】
「砂防設備点検マニュアル」等の規定に
基づき、６年に１回、定期点検を実施

記録 点検

措置
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5．施設の長寿命化の取組（1）⑥砂防関係施設

砂防設備等長寿命化計画

Ｈ２９年９月改定

充実
・

反映

2956
点検完了数 未点検

砂防堰堤の点検状況

0% 100%

診断

364 644 1948

修繕が必要 予防的な修繕が必要 異常なし

３４%0% 12% １０0%

砂防堰堤（水叩き）の補修状況

施工前 施工後

水叩きの洗掘・破損 破損した水叩き



事後保全から予防保全へ イメージ図

現状
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5．（2）事後保全から予防保全へ（土木施設安全対策緊急事業等）

20

予防的な
修繕が必要

異常なし

予防的な
修繕が必要

異常なし

H33より予防保全に移行

土木施設安全対策緊急事業及び既定予算により、要修繕箇所の解消を目指す
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33

修繕実施個所 要修繕箇所

予防保全

Ｈ27点検結果による修繕未対応分を早急に実施

5．（3）担い手の育成 ①土木技術者の不足（建設業者）

21
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（
百
人
）

許

可

業

者

数

愛媛県内の建設業許可業者及び就業者数の推移

※許可業者数：愛媛県土木部土木管理局土木管理課調べ、 建設業就業者数：国勢調査（総務省）より

ピーク79,968人（12年度）

22年度 55,503人
ピーク（12年度）の

31％減

29年3月末 5,600業者
ピーク（11年度）の

24％減
ピーク7,402業者（11年度）

建設業就業者数

5．（3）担い手の育成 ①土木技術者の不足（建設業者）

22

（一社）愛媛県建設業協会の業者数と従業員数の推移
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58％
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5593⼈

8188⼈
53％

5．（3）担い手の育成 ①土木技術者の不足（県・市町職員）

23

■市町職員の技術者(土木・建築)の現状■県の土木技術者の推移

Ｈ１６ Ｈ2９

土木部 ４９８人 → ３８2人（１１6人減）
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年度

４９８人

３８２人

△２３．３％減

１０人未満

40%

１０人以上

２０人未満

15%

２０人以上

３０人未満

5%

３０人以上

５０人未満

20%

５０人以上

20%

※Ｈ28.4.1時点による

２０市町のうち、
・技術職員が10人未満は８町（全体の４０%）
・技術職員が５人未満は6町（全体の30％）

※うち上島町、久万高原町、
愛南町の技術職員はゼロ



5．（3）担い手の育成 ①土木（若手）技術者の不足

24

県内建設業の年代別労働者数 ※国勢調査による
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70歳～

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

～19歳

県土木職員の年齢構成

20～29歳
16% 30～39歳

16%

40～49歳
34%

50～59歳
34%

22～29歳 62人
30～39歳 61人
40～49歳 131人
50～59歳 128人

合計 382人

平成29年

人数

5．（3）担い手の育成 ②メンテナンスエキスパート（ＭＥ）の養成

25

社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）養成講座概要

内 容
アセットマネジメント、構造物の設計、点検および診断・評価
（橋梁、地盤構造物、舗装、ﾄﾝﾈﾙ、河川構造物、港湾・海岸施設、上下水道、斜面構造物ほか）

期 間 平成２９年１０月１９～２５日、１１月１日～２日、１０月１４日、１１月６～１０日（１２日間）

参加者

平成２６年度 ２６名（行政１２名、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ１１名、建設業３名）
平成２７年度 ２２人（行政１４名、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ６名、建設業２名）
平成２８年度 ２３名（行政９名、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ１４名）
平成２９年度 ３１名（行政１４名、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ１５名、建設業２名）

１０２名 ※資格認定は９７名（H30.１.12現在）

備 考 平成２６年度から本格実施（平成２８年度から資格認定書と履修証明書が付与）

■地域のインフラ再生を担う中核的人材育成
①「長期的視野に立った地域の核となる専門家」の養成
②産学官の技術と知識に基づく人的ネットワークの構成

■愛媛大学を中心とした官民対象の講座・資格
座学、演習、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを受講→筆記試験、面接試験を実施

愛媛大が資格認定（四国社会基盤メンテナンスエキスパート）
国土交通大臣がH29.2に認定登録（民間技術者資格）

※推進組織「愛媛社会基盤メンテナンス推進協議会」
会 長：愛媛大学防災情報研究センター長
構成メンバー：愛媛大学、四国地整、愛媛県、愛媛県内全２０市町、

民間建設関係団体 橋梁点検フィールドワーク

社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）養成講座

■ＯＦＦ-ＪＴによる公共事業への技術的指導･アドバイス(担い手の育成）
研修の開催や、研修等への講師派遣

［講義内容］測量実習、施設計画、施設設計、設計演習及び老朽化対策など

□土木職員技術研修（県主催）

□県・市町技術職員研修（県・県土木協会共催）

□市町技術職員研修

四国中央市、新居浜市、西条市（終了）

今治市、八幡浜市（Ｈ２６～Ｈ２８）

伊方町、大洲市、西予市、内子町（Ｈ２７～Ｈ２９）

■ＯＪＴによる公共事業への技術的指導・アドバイス（担い手の育成）
県や市町からの業務委託等を通じて、県・市町職員に技術力を伝承

［土木部］

□現場技術業務委託（工事の品質確保のため、現場監督の一部を実施）

□道路橋共同点検委託業務（橋梁の法定点検の一部を職員と共同で実施） 等

［市・町］

□現場技術業務委託（工事の品質確保のため、現場監督の一部を実施）

□工事検査補助（工事検査にあたり、現地調査・書類検査等の実施・助言）

5．（3）担い手の育成 ③ＮＰＯの取り組み

26

■NPO法人愛媛県建設技術支援センターの設立（平成18年6月）

□大規模災害が発生した場合などの、行政が行う災害調査や災害復旧などの技術支援
□行政が行う工事の施工管理（工事監督・検査及び施工状況の確認等）をサポ－ト
会 員：169名（平成28年5月現在）

県内在住の大学人、技術士、土木技術職ＯＢにより構成された技術集団

5．（4）市町支援・連携 ①道路・港湾メンテナンス会議

■愛媛県道路メンテナンス会議
国、県、市町等の道路管理者が連携して老朽化に取り組む
設 立：平成26年6月24日
構成員：国、県、20市町、西日本高速道路(株) 、本州四国連絡高速道路(株)

現地実習状況（H28橋梁初級Ⅰ） 橋梁マネジメント現場支援セミナー 高校生を対象とした橋梁修繕研修会

■港湾等メンテナンス会議
国、県、市町等の港湾管理者が連携して老朽化に取り組む
設 立：平成27年1月12日
構成員：国、県、今治市、新居浜港務局、松山市、八幡浜市、西予市、宇和島市、上島町、伊方町

四国地方整備局管内の港湾メンテナンス会議ＷＧの実施状況
（日時：Ｈ28.11.1 場所：徳島小松島港）

■活動内容
地方公共団体への技術支援の一環として、国が
主体となり、港湾施設の維持管理にかかる実務
担当者研修（ワーキング）を毎年実施



5．（4）市町支援・連携 ②点検業務の一括発注

28

■市町：県・市町連携の推進
人員や技術力が不足する市町を支援するため。道路橋等の法定点検を県が一括発注

H26：４町、H27：9市町、H28：8市町、H29：6市町

橋梁点検状況 トンネル点検状況 29

5．（4）市町支援・連携 ③パトロール、除雪等

市町道のパトロール
（又は費用負担） 道路

パトロール

国県道のパトロール
（又は費用負担）

県

地方局建設部
土木事務所

市町

道路管理
担当課

降雪時の
道路除雪市町道の除雪 国県道の除雪

（１）道路パトロール 上島町内の全県道４路線の定期パトロールを上島町に委託し町道と一体的に
（上島町） 実施

（２）降雪時道路除雪 大洲市内の県管理道路（３路線）と一体となって地域のネットワークを担う
（大洲市） 市道（４路線）の一部を県が一括して除雪し、市道を補完する役割を担う県

管理道路を市が除雪する交換除雪を実施

■道路の維持管理における市町連携

県と市町が連携し、区域内の幹線道路を一体的に管理することで、維持管理費の縮減や
道路ネットワークの機能強化を図る。

従来
道路ネットワーク

改善

県除雪

市除雪

（道路除雪のイメージ）

30

6．今後の取り組み（1）インフラメンテナンス会議への参画

■ドローンによる外壁診断・橋梁点検

31

6．今後の取り組み（2）新技術による点検

職員が河川の周辺道路から調査（分らない）

走りながら路面のひび割れやわだちの状況を立体的に記
録できる点検装置を開発。画像分析技術を駆使し、高精
度な点検結果資料を自動的に作成することを目指す

■道路の老朽化によるひび割れ点検を効率化

路面性状点検用のカメラを搭載した乗用車

ひび割れがないかを叩いて点検するドローン
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7．まとめ

長寿命化計画

記録 点検

措置 診断

既存の施設を長く賢く使う 体制の構築
⇒技術者の確保・育成

長寿命化計画を核としたメ
ンテナンスサイクルの構築

防災機能を長期間保つ

公共土木施設の管理の最適化に向けて
施設の更新コストを最小限に抑え、適切な点検・診断と計画的な維持管理により長寿命化を推進

インフラ機能を確実かつ効率的に確保し、将来にわたる地域の安全・安心の確保に努める

新技術の導入⇒
更なる低コスト･省力化を目指す


